
郷土の古文書 

「その１８ 神社社名改名届書」 

解 説 

 明治元年３月２８日には神社に仏像や仏具を備える神仏
しんぶつ

混淆
こんこう

を禁止する通達が出されました。このため「不動明王」「熊野権

現」等仏教的な神号を唱える神社は社号をあらためなければなりませんでした。 

旧戸倉村の「武多摩神社」は元「不動明王」と唱えていたのですが、この時「武玉大神」と改められ、その後武多摩神社と

なりました。現在も三嶋神社の隣に境内社として鎮座されています。 

尚、この神仏分離令に際しては全国的に廃仏毀釈の波がおこりました。市内の養沢地区には「石塔渕」と呼ばれる場所があ

り、その時多くの石仏や石塔が投げ捨てられたといわれています。同時に旧養沢村内にあった臨済宗の寺３か寺も廃寺となり、

檀家はほとんど神葬祭になって現在も続いています。 

また旧戸倉村の盆堀地区もこの時真言宗の１か寺を廃寺として全戸神葬祭になりました。その後、数軒また寺の檀家にもど

った家もありましたが、社会情勢は、仏像仏具及び石塔等の破壊や棄損があまりにも烈しいことから、４月１０日には仏像仏

具の除去には粗暴な行為のないよう命じる大政官布告が出されました。 
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武多摩神社（左）と三島神社（右） 


